
（第17636号）東 京 都 公 報令和4年8月10日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
不
健
全
図
書
類
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
調
査
機
関
の
変
更
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
介
護
保
険
課
）…
�

公

告

○
窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
戦
略
部
戦
略
課
）…
�

○
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変
更
…
…
…（
同
）…
�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
九
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。令

和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
業
者

指
定
理
由

四
三
四
〇

雑
誌

Ｐ
Ｏ
Ｅ

Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｋ
Ｓ

Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ

Ｓい
い
な
り
催
眠
ラ
ブ
ハ
メ

３
Ｐ

五
四
〇
八
六－

〇
三

株
式
会
社
ふ
ゅ
ー
じ
ょ
ん

ぷ
ろ
だ
く
と

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
五
反
田
二
丁
目
第
３
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
五
反
田
二
丁
目
第
３
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
十
四
番
十
八
号

令
和
四
年
二
月
九
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
幸
町
一
丁
目
街
区
南
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
十
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

中
央
日
本
土
地
建
物
株
式
会
社
、
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド

株
式
会
社
及
び
Ｔ
Ｆ
内
幸
町
特
定
目
的
会
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
八
月
十
日
か
ら
令
和
二
十
一
年
四
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

内
幸
町
一
丁
目
街
区
南
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地
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千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四
番
一
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
日

七

施
行
者
の
住
所

中
央
日
本
土
地
建
物
株
式
会
社

千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四

番
一
号

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社

千
代
田
区
内
幸
町
一

丁
目
一
番
三
号

Ｔ
Ｆ
内
幸
町
特
定
目
的
会
社

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
一
番

一
号
東
京
共
同
会
計
事
務
所
内

八

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

九

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
版
の
ほ
か
、
代
表
施
行
者
が
適
当
と
認
め
る
場

所
に
掲
示
す
る
。

十

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
四
年
九
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
九
百
十
三
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
赤
羽
台
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の

三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
指
定
調
査
機
関
か
ら
、
介

護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
七
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名
称

変
更

事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

特
定
非
営

利
活
動
法

人
地
域
医

療
・
福
祉

サ
ー
ビ
ス

振
興
会

所
在
地

文
京
区
向
丘

一
丁
目
十
二

番
六
号
牧
野

コ
ー
ポ
二
階

文
京
区
千
駄

木
四
丁
目
七

番
十
号
ア
ド

リ
ー
ム
千
駄

木
一
二
〇
四

号

令
和
四
年
五

月
十
九
日

同
右

調
査
事

務
を
行

う
事
務

所
の
所

在
地

同
右

同
右

同
日

公

告

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
の

公
告
に
つ
い
て

窓
口
事
務
に
係
る
標
準
処
理
期
間
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
六
年
九

月
三
十
日
付
公
告
）
の
一
部
を
改
正
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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別
表
四
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局

１
の
項
か
ら
４
の
項
ま
で
の
規

定
中
「戦

略
部
戦
略
課

」
を
「デ

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
推
進
課

」
に
改
め
る
。

屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百

号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
屋
外
広
告
物
講
習
会

を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一

受
講
対
象
者

東
京
都
内
に
お
い
て
、
屋
外
広
告
業
を
営
ん
で
い
る
者
又
は
営

も
う
と
す
る
者

第
二

講
習
会
の
期
日
、
科
目
、
時
間
割
及
び
内
容

一

期
日
、
科
目
及
び
時
間
割

期

日

科

目

時

間

割

令
和
四
年
十
月

二
十
日
（
木
曜

日
）

屋
外
広
告
物
の
法

規

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

同
日

屋
外
広
告
物
の
表

示
の
方
法

午
後
二
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

令
和
四
年
十
月

二
十
一
日
（
金

曜
日
）

屋
外
広
告
物
の
施

工

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

講
習
内
容
及
び
時
間

㈠

屋
外
広
告
物
の
法
規

三
時
間

屋
外
広
告
物
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
、

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施

行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
）
を

中
心
と
す
る
屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て

㈡

屋
外
広
告
物
の
表
示
の
方
法

三
時
間

都
市
の
良
好
な
景
観
の
形
成
と
屋
外
公
告
物
の
意
匠
、
色

彩
及
び
形
状
と
の
調
和
の
在
り
方
に
つ
い
て

㈢

屋
外
広
告
物
の
施
工

五
時
間

屋
外
広
告
物
の
材
料
、
構
造
、
設
置
方
法
等
の
安
全
対
策

及
び
施
工
管
理
に
つ
い
て

第
三

受
講
定
員

百
人

第
四

受
講
科
目
の
一
部
免
除

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
科
目
（
屋
外
広
告
物
の
施

工
に
限
る
。
）
の
受
講
を
免
除
す
る
。
免
除
を
希
望
す
る
者
は
、

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
に
、
こ
れ
ら
の
資
格
を
証
す
る

書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

二

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
又
は
ネ
オ
ン
工
事
に
係

る
同
法
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
殊
電
気
工
事
資
格
者
認
定

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

三

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第

二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免

状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

四

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四

号
）
に
基
づ
く
準
則
訓
練
（
帆
布
製
品
製
造
科
の
準
則
訓
練
に

限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
（
帆
布
製

品
科
の
免
許
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
又
は
技
能
検
定
（
帆
布

製
品
製
造
の
技
能
検
定
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

第
五

講
習
会
の
開
催
場
所

新
宿
区
立
角
筈
区
民
ホ
ー
ル
三
階
（
新
宿
区
西
新
宿
四
丁
目
三

十
三
番
七
号
）

第
六

受
講
申
出

一

受
講
申
出

受
講
申
込
み
に
先
立
っ
て
、
受
講
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
受
講
申
出
は
、
郵
送
受
付
の
み
と
し
、
受
講
を
希
望

す
る
者
が
受
講
定
員
を
超
過
し
た
場
合
に
は
、
抽
選
に
よ
り
受

講
対
象
者
を
決
定
す
る
。

二

受
講
申
出
受
付
期
間

令
和
四
年
八
月
十
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
木

曜
日
）
ま
で

三

受
講
申
出
方
法

次
の
宛
先
に
往
復
は
が
き
の
往
信
（
裏
）
面
に
、
郵
便
番
号
、

住
所
、
氏
名
及
び
電
話
番
号
を
記
入
し
、
返
信
（
表
）
面
に
、

郵
便
番
号
、
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
郵
送
す
る
こ
と
（
締

切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）
。

郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎

十
二
階

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外

広
告
物
担
当

第
七

申
込
手
続

一

受
講
申
込

受
講
対
象
者
と
さ
れ
た
者
は
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申

込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
講
手
数
料
及
び
受
講
票
を
送

付
す
る
た
め
の
返
信
用
封
筒
（
切
手
を
貼
付
け
の
こ
と
。
）
を

添
え
、
現
金
書
留
で
令
和
四
年
九
月
十
三
日
（
火
曜
日
）
ま
で
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に
郵
送
す
る
こ
と
（
締
切
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）
。

二

郵
送
先

郵
便
番
号

一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎

十
二
階

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外

広
告
物
担
当

三

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
の
配
布

屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込
書
は
、
都
市
整
備
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
又
は
返
信
用
封
筒
（
切
手
を
貼

付
け
の
こ
と
。
）
を
同
封
し
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
受
講
申
込

書
送
付
希
望
と
明
記
の
上
、
郵
送
先
へ
郵
送
す
る
こ
と
。

四

受
講
手
数
料

四
千
九
百
円

受
付
後
の
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
八

屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
の
交
付

講
習
会
を
修
了
し
た
者
に
は
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
証
を

交
付
す
る
。

第
九

講
習
会
の
受
講
を
要
し
な
い
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
屋
外
広
告
業
の

登
録
の
際
に
、
講
習
会
の
修
了
者
と
同
様
に
扱
う
。

一

道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
若
し
く
は

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
が
行
う
屋

外
広
告
物
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
講
習
会
を
修
了
し
た

者
二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
準
則
訓
練
（
広
告
美
術
科

の
準
則
訓
練
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
、
職
業
訓
練
指
導
員

免
許
（
広
告
美
術
科
の
免
許
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
又
は
技

能
検
定
（
広
告
美
術
仕
上
げ
の
技
能
検
定
に
限
る
。
）
に
合
格

し
た
者

三

屋
外
広
告
物
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
登
録

試
験
機
関
が
広
告
物
等
の
表
示
及
び
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識

に
つ
い
て
実
施
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者
（
屋
外
広
告
士
）

第
十

問
合
せ
先

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
屋
外
広

告
物
担
当

電
話

〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
五

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https:／／w
w
w
.toshiseibi.m

etro.tokyo.

lg.jp ／kenchiku／koukoku／kou_kousyuu.htm

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
虎
ノ
門
一
丁
目
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
か
ら
次
に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

吉
岡

廣
一
郎

二

住
所

港
区
南
青
山
五
丁
目
十
五
番
十
四
号

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変
更
に
つ

い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
小
岩
六
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
理
事
長
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

都
築

毅

二

住
所

江
戸
川
区
南
小
岩
六
丁
目
三
十
一
番
十－

一
五
〇
五
号
プ
ラ
ウ

ド
タ
ワ
ー
小
岩
フ
ァ
ー
ス
ト

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
八
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
南
平
五
丁
目
十
番
八
、
同

番
六
十
及
び
同
番
六
十
一

立
川
市
高
松
町
三
丁
目
二
十
九

番
十
七
号

三
絆
地
所
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

等

国
立
市
青
柳
二
丁
目
七
番
十
一
及

び
同
番
十
一
地
先

国
立
市
青
柳
二
丁
目
七
番
地
の

一

澤
井

友
子

あ
き
る
野
市
草
花
字
森
山
八
百
七

十
七
番
一
、
八
百
七
十
八
番
一
の

一
部
、
同
番
六
、
八
百
七
十
九
番

一
、
同
番
三
の
一
部
、
同
番
四
、

神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
富

士
見
二
丁
目
八
番
八
号

住
宅
情
報
館
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
羽

秀
朗
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八
百
八
十
番
及
び
八
百
八
十
四
番

五西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
平
井
字

塩
田
二
千
六
百
七
十
六
番
十
四
か

ら
同
番
十
六
ま
で
、
二
千
六
百
九

十
番
八
及
び
同
番
十
一

立
川
市
幸
町
三
丁
目
十
二
番
十

五株
式
会
社
エ
ス
ツ
ー
エ
ム

代
表
取
締
役

中
山

進発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


